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専門委員会の解散について 

 

以下の専門委員会においては、当初想定された公表物の開発が終了し、また、追加的な検

討を行う可能性も高くないことから、解散することとする。 

 

専門委員会 公表物 公表日 

企業会計基準適用指針第 6号 

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

平成 15 年 10 月 31 日減損会計 

専門委員会 

（平成14年11月設置） 実務対応報告第 14 号 

「固定資産の減損に係る会計基準の早期適用に

関する実務上の取扱い」 

平成 16 年 3 月 22 日 

事業分離 

専門委員会 

（平成15年11月設置）

企業会計基準第 7号 

「事業分離等に関する会計基準」 

企業会計基準適用指針第 10 号 

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」 

平成 17 年 12 月 27 日

貸借対照表表示検討 

専門委員会 

（平成 17 年 1 月設置）

企業会計基準第 5号 

｢貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準｣ 

企業会計基準適用指針第 8号 

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」  

平成 17 年 12 月 9 日 

 

以 上 


